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土木交通部定期監査の結果に対する措置について（通知） 

 

 平成２８年１１月９日付け明監第１６３号で提出のあった土木交

通部定期監査の結果について、別紙のとおり措置を講じたので、地

方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知 い た し ま す 。 

  



１ 監査結果の受理日  平成２８年１１月９日 

 

２ 措置の内容 

 

（監査の結果） 

１ 単価契約による道路維持補修工事について 

  土木交通部では、施設の老朽化や災害等から道路機能を早期に回復さ

せることなどを目的として、単価契約による維持補修工事を行っている。 

  単価契約による工事は、設計・契約手続を省略し、指示書のみで着手

することができるため、年間を通して発生する小規模又は緊急性のある

事態に対して、所管課が迅速に対応することが可能となる。 

  土木交通部が単価契約により実施した工事の内容を調査したところ、

工事の施行を急ぐあまりに、本来、総価契約ですべき工事を単価契約で

執行している事例が見受けられた。 

  単価契約による工事の施行にあたっては、工事の規模及び道路の不良

箇所等復旧の緊急性の度合いを十分に考慮し、適正な予算執行に努めら

れたい。 

（講じた措置）       

  単価契約による維持補修工事の実施につきましては、単価契約本来の

趣旨に鑑みて、工事の内容、規模及び緊急性の度合いを十分に考慮し、

適正な執行に努めてまいります。 (土木交通部) 

 


